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臨
時
の
職
業
訓
練
を
実
施

す
る
能
力
開
発
校
の
名
称

職
業
訓
練
の
種

類
・
訓
練
課
程

対
象
者

訓
練
科

訓

練

期

間

定

数

青
森
県
立
弘
前
高
等
技
術

専
門
校

一
〇
人

青
森
県
立
八
戸
工
科
学
院

普
通
職
業
訓
練

・
短
期
課
程

公
共
職
業

安
定
所
長

か
ら
職
業

訓
練
の
受

講
推
薦
を

受
け
た
も

の

ワ
ー
プ
ロ

科

十
二
日

一
〇
人

第
二
千
百
八
号

平
成
十
四
年
十
二
月
四
日

(

水
曜
日)
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の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
四
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
四
年
十
一
月
二
十
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
生
き
粋
あ
さ
む
し

三

代
表
者
の
氏
名

石
木

基
夫

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
浅
虫
字
蛍
谷
六
五
の
一
一
六

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
青
森
市
及
び
近
隣
市
町
村
に
住
む
人
を
対
象
と
し
て
、
一
人
一
人
が
幸
せ
を
実

感
で
き
る
生
活
と
環
境
を
つ
く
る

｢

健
康
な
ま
ち
づ
く
り｣
の
啓
発
・
支
援
事
業
を
行
い
、
も
っ

て
社
会
全
体
の
利
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

相
坂
川
左
岸
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業

(

か
ん
が
い
排
水
事
業)

計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条

第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
四
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
十
四
年
十
二
月
五
日
か
ら
平
成
十
五
年
一
月
九
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

十
和
田
市
役
所

三
沢
市
役
所

六
戸
町
役
場

七
戸
町
役
場

百
石
町
役
場

下
田
町
役
場

上
北
町
役
場

十
和
田
湖
町
役
場

換
地
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

北
平
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
四
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

換
地
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
十
四
年
十
二
月
五
日
か
ら
平
成
十
五
年
一
月
九
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

十
和
田
市
役
所

都
市
公
園
の
設
置

次
の
と
お
り
都
市
公
園
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
都
市
公
園
法

(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十

九
号)
第
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
四
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

名
称
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新
青
森
県
総
合
運
動
公
園

二

位
置

青
森
市

三

区
域

別
紙
図
面
の
と
お
り

(

略)

(

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
及
び
青
森
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。)

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
五
年
一
月
八
日

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
三
号

平
成
十
五
年
一
月
二
十
六
日
執
行
の
青
森
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
人
名
簿
の
登
録
に
つ
い
て
、

被
登
録
資
格
の
決
定
の
基
準
と
な
る
日
、
登
録
を
行
う
日
及
び
縦
覧
に
供
す
る
期
間
を
、
公
職
選
挙

法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
二
条
第
二
項
及
び
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
公
職
選
挙
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号)

第
十

四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
四
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

正

三

一

被
登
録
資
格
の
決
定
の
基
準
と
な
る
日

平
成
十
五
年
一
月
八
日

た
だ
し
、
年
齢
に
つ
い
て
の
基
準
と
な
る
日

平
成
十
五
年
一
月
二
十
六
日

二

登
録
を
行
う
日

平
成
十
五
年
一
月
八
日

三

縦
覧
に
供
す
る
期
間

平
成
十
五
年
一
月
九
日
か
ら
同
月
十
日
ま
で

監

査

委

員

監
査
結
果
に
対
す
る
措
置
の
公
表

平
成
14年

11月
11日

付
け
青
監
査
第
104号

で
報
告
し
た
監
査
の
結
果
に
つ
い
て
､
地
方
自
治
法

(昭
和
22年

法
律
第
67号

)
第
199条

第
12項

の
規
定
に
基
づ
き
､
青
森
県
知
事
及
び
青
森
県
教
育

委
員
会
委
員
長
か
ら
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
､
同
項
の
規
定
に
よ
り
､
次
の
と
お

り
公
表
す
る
｡

平
成
14年
12月
４
日

青
森
県
監
査
委
員

片
谷

稔

同
橋
本
敏
子

同
須
藤
健
夫

同
山
内

崇

青 森 県 報平成14年12月４日 水曜日 第2108号3

監
査
箇
所
名

監
査
結
果

措
置
の
内
容

防
災
消
防
課
(消
防
防

災
課
)

タ
ク
シ
ー
共
通
チ
ケ
ッ

ト
に
係
る
乗
車
券
管
理

簿
が
作
成
さ
れ
て
い
な

い
も
の
が
あ
る
｡

事
務
処
理
に
遺
漏
が
な
い
よ
う
職
員

間
の
連
絡
を
密
に
し
､
チ
ェ
ッ
ク
体
制

の
強
化
を
図
る
こ
と
と
し
た
｡

年
度
末
に
お
い
て
､

有
料
道
路
回
数
券
を
多

量
に
購
入
し
て
い
る
も

の
が
あ
る
｡

適
正
な
予
算
執
行
に
努
め
る
と
と
も

に
､
チ
ェ
ッ
ク
体
制
の
強
化
を
図
る
こ

と
と
し
た
｡

交
際
費
に
お
い
て
､

現
金
の
返
納
手
続
が
遅

延
し
て
い
る
も
の
が
あ

る
｡

事
務
処
理
に
遺
漏
が
な
い
よ
う
職
員

間
の
連
絡
を
密
に
し
､
チ
ェ
ッ
ク
体
制

の
強
化
を
図
る
こ
と
と
し
た
｡

物
品
の
処
分
手
続
が

適
正
で
な
い
も
の
が
あ

る
｡

事
務
処
理
に
遺
漏
が
な
い
よ
う
職
員

間
の
連
絡
を
密
に
し
､
チ
ェ
ッ
ク
体
制

の
強
化
を
図
る
こ
と
と
し
た
｡

青
森
県
税
事
務
所

収
入
未
済
の
解
消
に

努
め
る
こ
と
｡

弘
前
県
税
事
務
所

収
入
未
済
の
解
消
に

努
め
る
こ
と
｡

八
戸
県
税
事
務
所

収
入
未
済
の
解
消
に

努
め
る
こ
と
｡
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雑

報

宅
地
建
物
取
引
主
任
者
資
格
試
験
の
合
格
者

平
成
十
四
年
十
月
二
十
日
実
施
し
た
宅
地
建
物
取
引
業
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号)

第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
青
森
県
知
事
の
委
任
に
係
る
宅
地
建
物
取
引
主
任
者
資
格
試

験
に
合
格
し
た
者
の
氏
名
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

合
格
者
は
五
十
問
中
三
十
六
問
以
上
正
解
の
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
十
六

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
試
験
の
一
部
を
免
除
さ
れ
た
者
は
四
十
五
問
中
三
十
一
問
以
上
正
解
の
者

と
す
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
四
日

財
団
法
人
不
動
産
適
正
取
引
推
進
機
構
理
事
長

小

田

�

久
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五
所
川
原
県
税
事
務
所

収
入
未
済
の
解
消
に

努
め
る
こ
と
｡

十
和
田
県
税
事
務
所

収
入
未
済
の
解
消
に

努
め
る
こ
と
｡

む
つ
県
税
事
務
所

収
入
未
済
の
解
消
に

努
め
る
こ
と
｡

新
幹
線
・
交
通
政
策
課

旅
費
に
お
い
て
､
精

算
が
適
正
に
行
わ
れ
て

い
な
い
も
の
が
あ
る
｡

精
算
が
適
正
に
行
わ
れ
て
い
な
か
っ

た
２
件
に
つ
い
て
再
精
算
し
､
平
成
14

年
８
月
５
日
､
11,200円

を
返
納
し
た
｡

情
報
政
策
課

補
助
金
に
お
い
て
､

額
の
確
定
が
遅
延
し
て

い
る
も
の
が
あ
る
｡

今
後
同
種
の
事
業
を
実
施
す
る
際
に

は
､
実
績
報
告
受
理
後
速
や
か
に
補
助

金
の
額
の
確
定
処
理
を
行
う
よ
う
厳
正

に
対
処
す
る
｡

職
員
福
利
課

恩
給
及
び
退
職
年
金

に
お
い
て
､
支
出
負
担

行
為
の
決
裁
権
限
を
誤
っ

て
い
る
も
の
が
あ
る
｡

青
森
県
教
育
委
員
会
専
決
代
決
規
程

に
基
づ
き
､
平
成
14年
度
分
か
ら
教
育

長
決
裁
と
し
た
｡

県
立
学
校
課

報
償
費
の
執
行
に
お

い
て
適
正
で
な
い
も
の

が
あ
る
｡

平
成
14年
度
よ
り
､
謝
金
の
支
給
を

廃
止
し
た
｡

前
渡
資
金
の
精
算
手

続
及
び
報
償
費
の
支
払

手
続
が
遅
延
し
て
い
る

も
の
が
あ
る
｡

事
前
､
事
後
の
確
認
を
徹
底
し
､
事

務
処
理
に
遺
漏
の
な
い
よ
う
万
全
を
期

す
る
こ
と
と
し
た
｡

青
森
県
立
深
浦
高
等
学

校
行
政
財
産
使
用
料
に

お
い
て
､
調
定
手
続
が

遅
延
し
て
い
る
も
の
が

あ
る
｡

事
務
処
理
に
遺
漏
の
な
い
よ
う
万
全

を
期
す
る
こ
と
と
し
た
｡

青
森
県
立
中
里
高
等
学

校
宿
泊
付
き
出
張
に
つ

い
て
､
旅
行
期
間
の
一

部
に
宿
泊
の
事
実
が
な

い
も
の
が
あ
る
｡

宿
泊
の
事
実
を
確
認
の
う
え
､
旅
費

の
精
算
(返
納
)
を
行
う
と
と
も
に
､

事
務
処
理
に
遺
漏
の
な
い
よ
う
万
全
を

期
す
る
こ
と
と
し
た
｡

受

験

番

号

氏

名

受

験

番

号

氏

名

〇
二
〇
一
〇
〇
〇
三

〇
二
〇
一
〇
〇
一
〇

〇
二
〇
一
〇
〇
一
三

〇
二
〇
一
〇
〇
一
八

〇
二
〇
一
〇
〇
一
九

〇
二
〇
一
〇
〇
三
六

〇
二
〇
一
〇
〇
四
三

〇
二
〇
一
〇
〇
五
四

〇
二
〇
一
〇
〇
五
九

〇
二
〇
一
〇
〇
六
〇

〇
二
〇
一
〇
〇
九
九

〇
二
〇
一
〇
一
〇
二

〇
二
〇
一
〇
一
〇
六

〇
二
〇
一
〇
一
〇
九

〇
二
〇
一
〇
一
一
〇

〇
二
〇
一
〇
一
一
一

〇
二
〇
一
〇
一
一
六

〇
二
〇
一
〇
一
三
八

〇
二
〇
一
〇
一
四
五

〇
二
〇
一
〇
一
四
九

〇
二
〇
一
〇
一
五
一

安

田

晃

治

中

野

裕

紀

細

谷

幸

隆

長
谷
川

亘

大

坂

直

也

堀

江

力

田

茂

直

道

一

戸

純

一

齋

乾
二
郎

伊

藤

八
千
代

毛

利

有

宏

永

島

博

史

豊

川

妙

子

山

内

正

寿

下

山

昇

篠

塚

優

子

小

泉

純

子

佐

藤

幸

子

亀

山

康

徳

菅

原

奈
緒
子

澤

口

騏
千
夫

〇
二
〇
一
〇
一
五
三

〇
二
〇
一
〇
一
六
七

〇
二
〇
一
〇
一
七
八

〇
二
〇
一
〇
二
一
四

〇
二
〇
一
〇
二
一
五

〇
二
〇
一
〇
二
二
一

〇
二
〇
一
〇
二
二
三

〇
二
〇
一
〇
二
二
四

〇
二
〇
一
〇
二
三
九

〇
二
〇
一
〇
二
四
〇

〇
二
〇
一
〇
二
五
二

〇
二
〇
一
〇
二
五
四

〇
二
〇
一
〇
二
六
五

〇
二
〇
一
〇
二
七
〇

〇
二
〇
一
〇
二
九
五

〇
二
〇
一
〇
三
〇
五

〇
二
〇
一
〇
三
一
〇

〇
二
〇
一
〇
三
一
五

〇
二
〇
一
〇
三
二
一

〇
二
〇
一
〇
三
三
七

〇
二
〇
一
〇
三
三
八

坂

本

篤

石

澤

仁

前

田

裕

之

白

鳥

ひ
ろ
子

出

町

大

中

田

清

隆

松

本

茂

小

枝

均

小

泉

恵

美

宮

古

敏

美

中

野

昭

彦

牛

木

綾

子

土

田

貴

光

工

藤

誠

一

船

越

直

毅

川

村

浩

之

葛

西

幸

治

花

岡

善

照

小

林

広

樹

成

田

一

輝

馬

渡

一

豊
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〇
二
〇
一
〇
三
四
〇

〇
二
〇
一
〇
三
五
三

〇
二
〇
一
〇
三
五
五

〇
二
〇
一
〇
三
五
九

〇
二
〇
一
〇
四
〇
六

〇
二
〇
一
〇
四
一
八

〇
二
〇
一
〇
四
二
〇

〇
二
〇
一
〇
四
三
六

〇
二
〇
一
〇
四
三
七

〇
二
〇
一
〇
四
三
九

〇
二
〇
一
〇
四
四
〇

〇
二
〇
一
〇
四
五
八

〇
二
〇
一
〇
四
六
七

〇
二
〇
一
〇
四
九
九

〇
二
〇
一
〇
五
〇
一

〇
二
〇
一
〇
五
一
四

〇
二
〇
一
〇
五
一
六

〇
二
〇
一
〇
五
二
七

〇
二
〇
一
〇
五
二
八

〇
二
〇
一
〇
五
三
六

〇
二
〇
一
〇
五
三
七

〇
二
〇
一
〇
五
三
八

〇
二
〇
一
〇
五
四
四

〇
二
〇
一
〇
五
五
〇

〇
二
〇
一
〇
五
五
二

〇
二
〇
一
〇
五
五
八

〇
二
〇
一
〇
五
七
〇

〇
二
〇
一
〇
六
〇
九

〇
二
〇
一
〇
六
四
一

〇
二
〇
一
〇
六
四
六

〇
二
〇
一
〇
六
四
八

〇
二
〇
一
〇
六
四
九

〇
二
〇
一
〇
六
五
〇

〇
二
〇
一
〇
六
五
二

〇
二
〇
一
〇
六
五
六

金

田

�

雄

石

村

明

弘

三

井

哲

也

佐
々
木

謙
之
助

山

田

絢

也

齋

藤

慎

也

柿

崎

智

子

山

本

喜

仁

川

上

征

樹

鈴

木

麗

子

鎌

田

剛

附

田

卓

西

塚

正

美

小

泉

智

也

川

嶋

啓

子

中

谷

真
理
子

佐

藤

克

也

横

田

祐

華

工

藤

慎

也

木

村

正

仁

有

馬

幸

博

佐

藤

慎

司

稲

岡

秀

樹

金

子

磯

一

小

林

豪

小
軽
米

敏

成

家

紘

子

川

崎

晴

彦

齋

藤

愼

一

川

村

恵
久
子

木

元

貴
佳
子

関

猛

夫

川

原

実
企
男

柏

崎

淳

一

外

崎

利

子

〇
二
〇
一
〇
六
五
九

〇
二
〇
一
〇
六
六
四

〇
二
〇
一
〇
六
九
九

〇
二
〇
一
〇
七
〇
三

〇
二
〇
一
〇
七
〇
九

〇
二
〇
一
〇
七
三
二

〇
二
〇
一
〇
七
三
四

〇
二
〇
一
〇
七
三
八

〇
二
〇
一
〇
七
四
二

〇
二
〇
一
〇
七
四
四

〇
二
〇
一
〇
七
五
二

〇
二
〇
一
〇
七
五
三

〇
二
〇
一
〇
七
五
六

〇
二
〇
一
〇
七
五
九

〇
二
〇
一
〇
七
七
五

〇
二
〇
一
〇
七
八
六

〇
二
〇
一
〇
八
〇
四

〇
二
〇
一
〇
八
二
一

〇
二
〇
一
〇
八
三
三

〇
二
〇
一
〇
八
三
六

〇
二
〇
一
〇
八
三
七

〇
二
〇
一
〇
八
四
〇

〇
二
〇
一
〇
八
五
四

〇
二
〇
一
〇
八
五
五

〇
二
〇
一
〇
八
九
八

〇
二
〇
一
〇
九
〇
二

〇
二
〇
一
〇
九
〇
三

〇
二
〇
一
〇
九
〇
六

〇
二
〇
一
〇
九
一
三

〇
二
〇
一
〇
九
一
七

〇
二
〇
一
〇
九
三
〇

〇
二
〇
一
〇
九
三
一

〇
二
〇
一
〇
九
三
九

〇
二
〇
一
〇
九
四
〇

〇
二
〇
一
〇
九
四
二

本

間

貴

志

山

崎

英

治

白

鳥

功

鹿

俣

ゆ

う

佐

藤

正

義

中

山

豊

水

戸

芳

広

石

澤

協
之
進

佐

藤

丘

上

野

政

志

今

泉

栄

彦

工

藤

傳

�

大

橋

隆

章

向

山

恵
美
子

山

�

淳

村

田

巌

盛

悟

阿

保

明

子

小

林

千

穂

一

戸

鉄

広

深

澤

芳

雄

�

橋

恒

安

長
谷
川

篤

川

嵜

一

正

川

村

洋

子

古

内

明

郎

櫻

田

正

工

藤

恵

佐

藤

公

正

福

原

恵

伊

藤

忠

樹

鈴

木

基

子

麥

澤

篤

玉

川

恵

理

坂

本

直

樹

〇
二
〇
一
〇
九
四
四

〇
二
〇
一
〇
九
四
八

〇
二
〇
一
〇
九
五
七

〇
二
〇
一
〇
九
七
二

〇
二
〇
一
〇
九
九
五

〇
二
〇
一
〇
九
九
七

〇
二
〇
一
〇
九
九
八

〇
二
〇
一
一
〇
〇
〇

〇
二
〇
一
一
〇
〇
三

〇
二
〇
一
一
〇
一
三

〇
二
〇
一
一
〇
三
〇

〇
二
〇
一
一
〇
四
二

〇
二
〇
一
一
〇
四
九

〇
二
〇
一
一
〇
五
三

〇
二
〇
一
一
〇
五
五

〇
二
〇
一
一
〇
九
三

〇
二
〇
一
一
〇
九
六

〇
二
〇
一
一
〇
九
八

〇
二
〇
一
一
一
〇
二

〇
二
〇
一
一
一
〇
八

〇
二
〇
一
一
一
一
三

〇
二
〇
一
一
一
三
四

佐

藤

正

寛

大

沼

周

一

世

永

貴
美
子

川

村

勝

義

武

田

茂

子

奥

寺

繁

倉

橋

知
佳
子

福

士

美
津
治

金

澤

正

明

上

田

勝

佐

藤

加

奈

出
利
葉

あ
か
ね

早

坂

久

美

木

村

典

子

沼

端

香

織

門

田

裕

嗣

大

�

達

矢

田

澤

玲

子

奥

崎

隆

相

内

文

雄

奈

良

一

仁

工

藤

隆

幸

〇
二
〇
一
一
一
六
二

〇
二
〇
一
一
一
九
五

〇
二
〇
一
一
一
九
六

〇
二
〇
一
一
一
九
八

〇
二
〇
一
一
一
九
九

〇
二
〇
一
一
二
〇
四

〇
二
〇
一
一
二
〇
九

〇
二
〇
一
一
二
一
二

〇
二
〇
一
一
二
二
〇

〇
二
〇
一
一
二
三
一

〇
二
〇
一
一
二
三
六

〇
二
〇
一
一
二
四
四

〇
二
〇
一
一
二
四
五

〇
二
〇
一
一
二
五
三

〇
二
〇
一
一
二
七
〇

〇
二
〇
一
一
二
七
一

〇
二
〇
一
一
二
七
五

〇
二
〇
一
一
二
八
一

〇
二
〇
一
五
〇
〇
一

〇
二
〇
一
五
〇
〇
三

〇
二
〇
一
五
〇
〇
九

〇
二
〇
一
五
〇
一
五

中

山

貴

祐

松

原

熊
五
郎

小
笠
原

久
美
子

加

藤

盛

子

小

濱

砂
也
子

野

田

郁

子

平

澤

資

尊

大

瀧

孝

宏

鎌

田

浩

子

千

葉

克

利

内

山

日
出
夫

西

澤

裕

子

米

澤

弘

美

久

慈

清

二

上

野

真

二

對

馬

悦

子

工

藤

純

子

佐
久
間

長

敬

大

坂

直

明

大

坂

美

保

瀬

川

真

悟

嶋

田

文

雄
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